
国立大学法人東京農工大学不動産管理規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学不動産管理規程を次のとおり改正する。 

現行 改正 改正理由 

国立大学法人東京農工大学不動産管理規程 

平成１６年４月７日 

１６ 経教 規程第５５号 

 

第１条～第５条 省略 

 

（取得の措置） 

第６条 財産管理役は、新たに不動産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる

事項を明らかにして、学長の承認を受けなければならない。ただし、国立大学法人

法施行規則（平成１５年文部科学省令第５７号）第１３条に規定する重要な財産（以

下「重要な財産」という。）以外の不動産については、財産管理役の承認をもって

これに代えることができる。 

一 件名 

二 必要とする不動産の概要 

三 必要とする理由 

四 取得の時期 

五 取得見込額及び予算科目 

六 その他必要な事項 

２ 省略 

 

 

第７～１０条 省略 

 

（不動産供用責任者等） 

第１１条 財産管理役は、不動産の適正な供用を図るため、別表第１で定める資産の

うち、有形固定資産にいては、不動産供用責任者、不動産補助供用責任者及び防火

管理者を別表第２のとおり設置するものとする。 

 

第１２条～第２４条 省略 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第５条 省略（現行どおり） 

 

（取得の措置） 

第６条 財産管理役は、新たに不動産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる

事項を明らかにして、学長の承認を受けなければならない。ただし、国立大学法人

法施行規則（平成１５年文部科学省令第５７号）第１７条に規定する重要な財産（以

下「重要な財産」という。）以外の不動産については、財産管理役の承認をもって

これに代えることができる。 

一 件名 

二 必要とする不動産の概要 

三 必要とする理由 

四 取得の時期 

五 取得見込額及び予算科目 

六 資産除去債務見積額 

七 その他必要な事項 

２ 省略（現行どおり） 

 

第７～１０条 省略（現行どおり） 

 

（不動産供用責任者等） 

第１１条 財産管理役は、不動産の適正な供用を図るため、別表第１で定める資産の

うち、有形固定資産にいては、不動産供用責任者及び不動産補助供用責任者を別表

第２のとおり設置するものとする。 

 

第１０条～第２４条 省略（現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

附 則 省略 

 

別表第１ 省略 

 

別表第２（第１１条関係） 

口座名 所在地 
不動産供用 

責任者職位 

不動産補助供用 

責任者の職位 

防火管理者の職

位 

本 部 地

区 

東京都府中市晴

見町３－８－１ 
総括本部長 

総括チームリー

ダー(財務担当) 

総括チームリー

ダー(財務担当) 

府 中 地

区 

東京都府中市幸

町３－５－８ 
農学府長 

府中地区会計チ

ームリーダー 

府中地区会計チ

ームリーダー 

小 金 井

地区 

東京都小金井市

中町２－２４－

１６ 

工学府長 
小金井地区会計

チームリーダー 

小金井地区会計

チームリーダー 

フ ィ ー

ル ド ミ

ュ ー ジ

アム（以

下 「 Ｆ

Ｍ」とい

う。）多

摩 丘 陵

地区 

東京都八王子市

堀之内１５２８ 

農学部附属

広域都市圏

フィールド

サイエンス

教育研究セ

ンター（以

下「ＦＳセ

ンター」と

いう。）長 

府中地区総務チ

ームリーダー 

ＦＳセンター長

が指名する者 

Ｆ Ｍ 本

町地区 

東京都府中市本

町３－７－７ 

ＦＳセンタ

ー長 

府中地区総務チ

ームリーダー 

ＦＳセンター長

が指名する者 

Ｆ Ｍ 津

久 井 地

区 

神奈川県相模原

市津久井町長竹

字志田口３６５

７－１ 

ＦＳセンタ

ー長 

府中地区総務チ

ームリーダー 

ＦＳセンター長

が指名する者 

Ｆ Ｍ 大

谷 山 地

区 

群馬県みどり市

東町神戸１２２

９ 

ＦＳセンタ

ー長 

府中地区総務チ

ームリーダー 

ＦＳセンター長

が名する者 

Ｆ Ｍ 大

谷 山 苗

群馬県みどり市

東町神戸２９２ 

ＦＳセンタ

ー長 

府中地区総務チ

ームリーダー 

ＦＳセンター長

が指名する者 

 

附 則 省略（現行どおり） 

 

別表第１ 省略（現行どおり） 

 

別表第２（第１１条関係） 

口座名 所在地 
不動産供用 

責任者職位 

不動産補助供用 

責任者の職位 

本部地区 
東京都府中市晴

見町３－８－１ 
総括本部長 

総括チームリーダ

ー(財務担当) 

府中地区 
東京都府中市幸

町３－５－８ 
農学府長 

府中地区会計チー

ムリーダー 

小金井地区 

東京都小金井市

中町２－２４－

１６ 

工学府長 
小金井地区会計チ

ームリーダー 

 

 

フィールドミュ

ージアム（以下

「ＦＭ」とい

う。）多摩丘陵

地区 

 

 

東京都八王子市

堀之内１５２８ 

農学部附属広域

都市圏フィール

ドサイエンス教

育研究センター

（以下「ＦＳセン

ター」という。）

長 

府中地区総務チー

ムリーダー 

ＦＭ本町地区 
東京都府中市本

町３－７－７ 
ＦＳセンター長 

府中地区総務チー

ムリーダー 

ＦＭ津久井地区 

神奈川県相模原

市緑区長竹志田

口３６５７－１ 

ＦＳセンター長 

 

府中地区総務チー

ムリーダー 

 

ＦＭ大谷山地区 

群馬県みどり市

東町神戸１２２

９ 

ＦＳセンター長 
府中地区総務チー

ムリーダー 

ＦＭ大谷山苗圃

地区 

群馬県みどり市

東町神戸２９２ 

 

ＦＳセンター長 

府中地区総務チー

ムリーダー 

 

 

 

 

 



圃地区 

Ｆ Ｍ 草

木 大 谷

山 実 習

宿 泊 所

地区 

群馬県みどり市

東町神戸２７７ 

ＦＳセンタ

ー長 

府中地区総務チ

ームリーダー 

ＦＳセンター長

が指名する者 

Ｆ Ｍ 草

木地区 

群馬県みどり市

東町草木１５８

２ 

ＦＳセンタ

ー長 

府中地区総務チ

ームリーダー 

ＦＳセンター長

が指名する者 

Ｆ Ｍ 唐

沢 山 地

区 

栃木県佐野市栃

本町１ 

ＦＳセンタ

ー長 

府中地区総務チ

ームリーダー 

ＦＳセンター長

が指名する者 

Ｆ Ｍ 秩

父地区 

埼玉県秩父市大

滝浜平丸クロ６

０９３ 

ＦＳセンタ

ー長 

府中地区総務チ

ームリーダー 

ＦＳセンター長

が指名する者 

Ｆ Ｍ 秩

父 管 理

事 務 所

地区 

埼玉県秩父市大

滝椚平１８４０

－２ 

ＦＳセンタ

ー長 

府中地区総務チ

ームリーダー 

ＦＳセンター長

が指名する者 

館 山 荘

地区 

千葉県館山市正

木字干潟１２５

６－１３１ 

総括本部長 
総括チームリー

ダー（学生担当） 

総括チームリー

ダー（学生担当） 

農 学 部

栄 町 研

究 圃 場

地区 

東京都府中市栄

町２－１３ 
農学府長 

府中地区会計チ

ームリーダー 

府中地区会計チ

ームリーダー 

府 中 職

員 宿 舎

地区 

東京都府中市幸

町２－４８－１ 
総括本部長 

総括チームリー

ダー(財務担当) 

総括チームリー

ダー(財務担当) 

府 中 寮

地区 

東京都府中市幸

町２－４１－８ 
総括本部長 

総括チームリー

ダー(財務担当) 

総括チームリー

ダー(財務担当) 

小 金 井

第 ２ 宿

舎地区 

東京都小金井市

中町２－２４－

４８ 

総括本部長 

 

総括チームリー

ダー(財務担当) 

総括チームリー

ダー(財務担当) 

 

 

ＦＭ草木大谷山

実習宿泊所地区 

 

群馬県みどり市

東町神戸２７７ 

 

 

ＦＳセンター長 

 

 

府中地区総務チー

ムリーダー 

ＦＭ草木地区 

群馬県みどり市

東町草木１５８

２ 

ＦＳセンター長 
府中地区総務チー

ムリーダー 

ＦＭ唐沢山地区 
栃木県佐野市栃

本町１ 

 

ＦＳセンター長 

 

府中地区総務チー

ムリーダー 

ＦＭ秩父地区 

埼玉県秩父市大

滝浜平丸クロ６

０９３ 

ＦＳセンター長 
府中地区総務チー

ムリーダー 

 

ＦＭ秩父管理事

務所地区 

 

埼玉県秩父市大

滝椚平１８４０

－２ 

ＦＳセンター長 
府中地区総務チー

ムリーダー 

館山荘地区 

千葉県館山市正

木１２５６－１

３１ 

総括本部長 
総括チームリーダ

ー（学生担当） 

 

農学部栄町研究

圃場地区 

 

東京都府中市栄

町２－１３ 
農学府長 

府中地区会計チー

ムリーダー 

府中職員宿舎地

区 

東京都府中市幸

町２－４８－１ 

 

総括本部長 

 

総括チームリーダ

ー(財務担当) 

府中寮地区 
東京都府中市幸

町２－４１－８ 
総括本部長 

総括チームリーダ

ー(財務担当) 

小金井第２宿舎

地区 

東京都小金井市

中町２－２４－

４８ 

総括本部長 

 

総括チームリーダ

ー(財務担当) 



 

小 金 井

寮地区 

東京都小金井市

中町２－２４－

３１ 

総括本部長 
総括チームリー

ダー(財務担当) 

総括チームリー

ダー(財務担当) 

府 中 幸

町 宿 舎

地区 

東京都府中市幸

町２－４０ 
総括本部長 

総括チームリー

ダー(財務担当) 

総括チームリー

ダー(財務担当) 

 

 

小金井寮地区 

東京都小金井市

中町２－２４－

３１ 

総括本部長 
総括チームリーダ

ー(財務担当) 

府中幸町宿舎地

区 

東京都府中市幸

町２－４０ 

 

総括本部長 

 

総括チームリーダ

ー(財務担当) 

 

 

附 則（２３規程第２８号） 

  この規程は、平成２３年３月２８日から施行し、平成２２年度の会計処理から適用する。ただし、第１１条の改正規定のうち別表第２に定めるＦＭ津久井地区の所在地を神奈川県相模原市

緑区長竹志田口３６５７－１に改める改正規定は平成２２年４月１日から、館山荘地区の所在地を千葉県館山市正木１２５６－１３１に改める改正規定については平成２１年４月１日からそ

れぞれ適用する。 

 


